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所有権があっても建物や門扉、塀などを作ることはできません。

2 　セットバックすべき部分の土地の評価
将来的に建物を建て替えるときには、セットバック部分は建築物の敷地と
して利用することができないことから、セットバックを必要としない宅地に
比べ減価しています。
一方で、セットバックすべき土地に現在は建物や塀などがあり、その建築
物については直ちに除却等の義務が生じるわけではなく、将来において建築
制限を受けるものの、現に有効に利用されている場合は、セットバック部分
については交換価値を有するものとされています（平成15年 7 月16日横浜地
判・平成13年（行ウ）31号）。したがって、セットバックの土地の価値は、少
なくとも私道の価値を下回ることがないと考えられ、私道の評価と同様に
30％の価値率として評価されます。具体的には、セットバックによって「道
路」となる部分については、道路として提供しないものとして評価した価額
から70％相当額を控除して評価することとされています（評基通24─ 6 ）。
なお、セットバック後、そのセットバックした土地に、所有権があっても、
建築基準法上の「道路」となるため、私道の評価をすることになります（評
基通24）。道路の現況が前面の公道と一体となっており、不特定多数の人の
通行に供している状況であれば、公衆用道路として評価額はゼロとなります。
また、宅地比準方式により評価する市街地農地について、敷地に面してい
る道路が 4 m未満である農地を宅地とする場合には、セットバックするこ
とが建築条件となるため、路線価方式と同様に評基通24─ 6 を適用すること
になります。

　　
（セットバックを必要とする宅地の評価）
評基通24─ 6
建築基準法第42条｟道路の定義｠第 2項に規定する道路に面しており、将来、建物

の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有

Q13　セットバックが必要な宅地の評価

幅員が 3mの道路に沿って建物が建っている敷地は、どのように評
価しますか。

 A  建物を建て替える場合は、道路の中心線から左右に 2mずつ後退す
ることになるため、後退しなければならない地積については、道路とし
て提供する必要がないものとして評価した価額から70％相当額を控除し
て評価します。この後退すべき部分について、道路をはさんだ双方が後
退する必要があるのか、一方は既に後退済みかの確認が必要です。

解説
■実務上のポイント

1 　 2 項道路
都市計画区域内にある道路について建築基準法では、建物の敷地は道路の
幅員 4 m以上の道路に 2 m以上接していなければなりません。しかしながら、
現状では幅員 4 m未満の道路が多く存在しています。幅員が 4 mに満たな
い道路に、建築基準法が施行された昭和25年前から既に多くの建物が建って
いる道路については、救済措置として、市町村長又は都道府県知事が指定し
たものは、建築基準法上の道路とみなすことになりました。このみなし道路
は、建築基準法第42条第 2項で規定されているため、一般的に「 2項道路」
と呼ばれています。幅員 4 mを確保するために、将来、建物を建て替える
場合は、原則として道路の中心線から左右に 2 mずつ後退（以下「セット
バック」といいます。）しなければなりません。この 2 項道路の指定は、所
有者の承諾を得たり、「位置指定道路」（Q14参照）のような所有者の申請に
よるものではなく、特定行政庁の職権で行われます。後退した敷地内には、
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また、 2 項道路であっても、必ずしも中心線から 2 m後退すればよいと
いうわけではありません。下図のように対象敷地の前面道路を挟んだ反対側
が川、水路や崖など場合には、前面道路の反対側から 4 mの幅員を確保す
るため、対象敷地は一方的に下がらなければなりません（建築基準法42②た
だし書）。どのくらい後退することになるかは、建築指導課などで確認しま
す。
〈前面道路の反対側が川、崖の場合〉
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4 　固定資産税等の取扱い
セットバックした部分について、「公共の用に供する道路」となっている
と認められた場合には、その道路部分に対する固定資産税等は非課税となり
ます。「公共の用に供する道路」とは、不特定多数の方が、何らの利用制限

する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした
場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控
除した価額によって評価する。
（算式）
　

　
　　

────────────────────
宅地の総地積

　×　0.7

　　

3 　セットバックの留意点
道路の幅員が 4 m未満であっても、「 2 項道路」とは限りません。「 2 項

道路」に該当するかどうかは建築指導課など建築の指導をする部署で道路地
図を閲覧することによって確認できます。その際に、建築基準法の道路に該
当するかどうかが明確ではない場合は、その役所の担当部署に道路調査（建
築基準法上の道路扱いの判定）を依頼することもできます。
また、「 2 項道路」であった場合には、道路をはさんだ双方が道路の中心
線から 2 mずつ後退することによって、幅員 4 mを確保することになりま
すが、道路をはさんだ双方が後退すべきであるのか、一方は既に後退済みで
あるのかの確認が重要です。なお、現地に行って、評価対象地の側及び道路
の反対側の家並み（特に新築家屋のセットバック状況）を確認することが参
考になることもあります。
道路をはさんだ双方がセットバックをしていなければ、現状の道路幅員の
中心線から 2 m後退しますが、道路反対側がセットバック済みであれば、
道路反対側から 4 m後退することになります。道路をはさんだ双方がセッ
トバックするか、一方がセットバックするかにより、セットバックする地積
が異なります。

将来、建物の建替え時等に道路敷きとして 
提供しなければならない部分の地積

【winCC2021】時価の算出方法〈960350〉／ono 時価-02-4_06　23/08/03

Ⅱ　Ｑ＆Ａ Q46　売買実例価額が存在しない船舶の評価

264 265

Q46　売買実例価額が存在しない船舶の評価

当社が保有している船舶を評価する場合、売買実例価額は存在しませ
んので、いわゆる「原価法」で評価することになりますか。

 A  評基通136｟船舶の評価｠によれば、船舶の価額は、原則として売買
実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされています。
また、同通達のただし書では、「売買実例価額及び精通者意見価格等が
明らかでない船舶」については、原価法により評価すると定めています。
したがって、本問の場合、売買実例価額が存在しないため、次に、精通
者意見価格等の検討が必要になります。

解説
■実務上のポイント

評基通136は、船舶の具体的な評価方法を定めたもので、原則として売買
実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとしています。
そして、これらの価額や価格等が明らかでない場合は、その船舶と同種同

型の船舶の課税時期において新造する場合の価額（新造価額）から、その船
舶の建造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額（事業供用の場
合）又は減価の額（事業非供用の場合）を控除した価額によって評価するこ
ととしています。この方法がいわゆる「原価法」ですが、財産評価基本通達
は、例外的な評価方法と位置づけている点に留意する必要があります。

　　
（船舶の評価）
評基通136　船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌し
て評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶につい
ては、その船舶と同種同型の船舶（同種同型の船舶がない場合においては、その評

価する船舶に最も類似する船舶とする。）を課税時期において新造する場合の価額
から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間（その期間に 1年未満の端数が
あるときは、その端数は 1 年とする。）の償却費の額の合計額又は減価の額を控除
した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、
その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

　　

なお、新造価格を基として評価する場合の償却費の額の合計額又は減価の
額は、土地等の資産の評価額を暦年で改定していることとの整合性などの観
点から、課税時期の属する年の 1年 1日に施行されている耐用年数省令によ
り計算することとされています。

■判決・裁判等から読み解くポイント

〈精通者とは〉
評基通136の船舶の鑑定評価における「精通者」は、不動産鑑定士のよう

な一定の資格者を前提としていません。むしろ、船舶取引市場の事情に通じ
た専門家であることや、新造船及び中古船に関するデータベースを多数有し、
それに基づく船舶評価の実績が豊富であること、といった観点から、適正な
船舶の評価を行うことの信頼性が高い精通者に当たるかどうかで判断すると
されています（平成24年 7 月24日裁決（裁決事例集No. 88｠。
〈評価対象株式の発行会社が船舶を保有する外国会社の場合〉
取引相場のない外国子会社の株式については、その法人の規模にかかわら

ず純資産価額方式によって評価します（評基通179の定める類似業種比準方
式は内国法人が発行する取引相場のない株式のみが対象です。）。したがって、
外国子会社の保有する船舶についても、財産評価基本通達に従って評価する
必要があります。
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